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給料表 職員数 職員の例
行政職（1） 6,205 一般の行政職員
医療職（1） 19 医師
医療職（2） 526 看護師、獣医師
大学教育職 36 看護大学教授
高等学校教育職 305 高校教諭
義務教育諸学校教育職 5,305 小中学校教諭
消防職 1,394 消防士

合計 13,790

          ・勧告対象外職員
給料表 職員数 職員の例

行政職（2） 887 ごみ処理作業員

給料表 職員数 職員の例
上下水道企業職（1)・(2) 959 浄水場の職員
交通企業職（1)～(3） 383 市バスの運転手
病院企業職（1)～(4） 1,366 市立病院の医師

企業職員合計 2,708

          ・給料表別勧告対象職員数（令和６年４月１日時点）

一般職

１７，３８５人

企業職員

2,708人

行政職給料表(2)

適用職員

887人

① 給与勧告の対象職員

川崎市人事委員会の給与勧告の対象となるのは、一般職の川崎市職員１７，３８５人のうち、行政職給料表(2)の適用職員及び企業職員を

除く１３，７９０人です。

企業職員及び現業職員は、職務の内容が民間の同種の事業に類似していることから、その勤務条件の決定方式について、他の地方公務

員とは異なります。これらの職員は、団体協約締結権を含む団体交渉権が認められており、労使交渉によって給与を決定しています。

１３，７９０人

給与勧告対象
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国、他の自治体の
状況も考慮

市議会・市長
に対して勧告

 （勧告の取扱い決定）
議決

<調査内容>
企業規模５０人以上かつ事業所

規模５０人以上の事業所を実地

調査

<対象事業所>
川崎市内５１９事業所のうち

１０４事業所を対象に調査

（全国で約１１，７００事業所）

民間給与の調査（職種別民間給与実態調査）

市職員と民間の月例給をラスパイレス方式により比較
（③参照）

情勢適応の原則
（民間準拠）

市長

川崎市人事委員会

報告・勧告

・給与水準の改定

・給与制度の見直し

従業員別調査

事業所別調査

（昨年８月から

本年７月）

給与の改定

② 給与勧告の流れ

４月分

給与

川崎市一般職職員

約１７，０００人を対象

川崎市職員給与の調査

個人別調査

４月分

給与

賞与

給与改定や諸手

当の支給状況

条例改正

他の地方

公共団体

市議会

人事院

勧告

川崎市内の

従業員が

対象

任命権者、職員団体

からの意見聴取

人事委員会では、例年、市職員と民間の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精密に比較し、得られた較差を埋めることを基本に勧告を行っています。

また、期末・勤勉手当についても、民間の特別給（ボーナス）の昨年８月から本年７月までの支給実績を精確に把握し、民間の年間支給割合に市職員の期末・勤勉

手当の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

条例案
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＜役職段階＞ ＜学歴＞ ＜年齢階層＞ ＜民間給与総額（Ａ）＞ ＜市職員給与総額（Ｂ）＞

③ 民間給与との比較方法（ラスパイレス比較）

民間給与と市職員給与を比較するに当たって、それぞれの平均給与額で単純に比較を行うと、役職段階、学歴、年齢構成が異なることから、精

密な比較をすることができません。このため、民間給与との比較方法としてラスパイレス方式を採用しています。

具体的には、①役職段階、②学歴、③年齢階層別の市職員の平均給与と同条件の民間の平均給与のそれぞれに市職員数を乗じた総数を算出

し、両者の水準を比較します。

行政職

給料表

（１）

本年の較差 １１，１００円（２．６７％） 算定方法（ａ）－(ｂ)

１級（職員）

２級（職員）

３級（主任）

４級（係長級）

５級（課長補佐）

６級（課長級）

７級（部長級）

８級（局長級）

大学卒

各役職ごとに「１級（職員）」と同様、学歴別、年

齢階層別に民間給与及び市職員給与を算定

短大卒

高校卒

中学卒

２６・２７歳
２４・２５歳

２２・２３歳

２４・２５歳
２２・２３歳

２０・２１歳

１８・１９歳

１６・１７歳

民間平均給与×職員数

民間平均給与×職員数

民間平均給与×職員数

民間平均給与×職員数

職員平均給与×職員数

職員平均給与×職員数

職員平均給与×職員数

職員平均給与×職員数

民間給与総額

÷ 市職員総数

＝ ４２７，０７３円

市職員給与総額

÷ 市職員総数

＝ ４１５，９７３ 円
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④ 本年の勧告のポイント

月 例 給

１ 民間給与との比較

川崎市職員給与については、４月時点で、民間給与を 11,100円 （2.67％ ） 下回っている。

期末・勤勉手当

期末・勤勉手当については、川崎市職員の期末・勤勉手当の支給月数 （ 4.50月分 ） が民間事業所の特別給

（ボーナス）の支給割合 （ 4.61月分 ） を下回っている。

（職員の平均年齢 42.2歳、平均勤続年数17.3年）

民間給与（Ａ） 職員の給与（Ｂ）
較差（Ａ）－（Ｂ）

（（Ａ－Ｂ）÷Ｂ×100）

427,073円 415,973円
11,100円
（2.67％）

民間支給割合（Ａ） 職員の支給月数（Ｂ） 差（Ａ）－（Ｂ）

4.61月 4.50月 0.11月

4



給 料 表

（１） 行政職給料表（１）

較差を解消するため、給料表の引上げ改定を行う。その際、国との均衡を勘案して、高卒初任給を19,300円、

大卒初任給を20,100円、それぞれ引き上げる。さらに、若年層が在職する号給に重点を置きつつ、中堅以上の

処遇改善の観点から、全ての級号給において引上げ改定を行うこととする。

（２） その他の給料表

行政職給料表(1)との均衡を基本とし、引上げ改定を行う。

なお、特定任期付職員給料表、第１号任期付研究員給料表及び第２号任期付研究員給料表については、

国との均衡を基本とし、引上げ改定を行う。

（３） 定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額

行政職給料表(1)においては、国との均衡を基本とした改定を行うとともに、基準給料月額が各級の初号給

を下回る場合には、当該級の初号給の給料月額と同額まで引き上げる。また、行政職給料表(1)以外の給料表

においても、行政職給料表(1)との均衡を考慮し、所要の改定を行う。

２ 本年の給与改定

民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.10月引き上げ、4.60月とする（現行4.50月）。

なお、人事院勧告の内容を踏まえ、支給月数の引上げ分は期末手当及び勤勉手当に均等に配分する。

期末・勤勉手当

寒 冷 地 手 当

国の動向等に留意し、適切に対応する必要がある。
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基本的な考え方
人事院は、本年８月、人事管理をめぐる重点課題への給与面からの対応として、社会と公務の変化に応じた給与制度

の整備（いわゆる「給与制度のアップデート」）について報告及び勧告を行った。
本市においても、人材の確保をはじめ、職員の処遇改善やモチベーション向上等については取り組むべき課題であると

認識しており、また、地方公務員法における均衡の原則の観点からも、国の制度に準じた給与制度の整備を行っていく
必要がある。

一方、本市は基礎自治体であることから、国とは人事管理における状況が一概に同様とは言えないということも踏まえ、
国や他都市の動向等を注視していくとともに、本市の課題について整理し、検討を重ねた上で慎重に対応していく必要が
ある。

３ 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備

（１）給料表及び給与制度
行政職給料表(1)については、前記２(1)における引上げ改定に加え、採用市場における給与面での競争力向上を

実現するため、初任給基準の引上げを行う。また、行政職給料表(1)以外の給料表については、特定任期付職員給料
表、第１号任期付研究員給料表及び第２号任期付研究員給料表を除き、前記２(２)における引上げ改定に加え、行政
職給料表(1)との均衡を踏まえた初任給基準の引上げを行うこととする 。

（２）勤勉手当
特定任期付職員については、能力・実績の適切な反映や国との均衡等の観点から、人事評価の結果等に応じて

支給される勤勉手当を支給するとともに、特定任期付職員業績手当を廃止することとする。

（３）その他諸手当
ア 管理職員特別勤務手当

管理職員の処遇改善や国との均衡等 の観点から、平日深夜に係る管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯を
拡大することとする 。また、特定任期付職員及び第１号任期付研究員についても支給対象とすることとする。

イ 定年前再任用短時間勤務職員等の手当拡大
処遇改善や国との均衡等の観点から、現在支給されていない住居手当及び寒冷地手当を支給することとする。

改定すべき事項
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月額 年間給与 月額 年間給与

18歳（高卒初任給） 188,300円 3,101,000円 210,700円 3,491,000円 390,000円

22歳（大卒初任給） 224,900円 3,704,000円 248,200円 4,113,000円 409,000円

30歳 284,800円 4,690,000円 305,900円 5,069,000円 379,000円

係 長 40歳 394,700円 6,607,000円 404,300円 6,809,000円 202,000円

課 長 50歳 577,300円 9,671,000円 583,100円 9,831,000円 160,000円

局 長 58歳 730,800円 12,457,000円 737,300円 12,653,000円 196,000円

　（注）１　モデル給与例の月額は、給料、地域手当（16％）及び管理職手当（局長は１種、課長は８種）を基礎に、年間給与は、これらに加え期末・勤勉手当を基礎に
　　　　　算出した。　　

　（注）２　額については、月額は百円未満を、年間給与及びその差は千円未満を四捨五入している。

係　　　　　　員

職務段階

勧告前 勧告後

年間給与額の差年齢

⑤ モデル給与例
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改定率 改定額 年間支給月数 対前年比増減 増減額 率

平成２７年 0.32％ 1,310円 4.20月 0.10月 62,000円 0.94％

平成２８年 0.13％ 516円 4.30月 0.10月 49,000円 0.74％

平成２９年 0.10％ 387円 4.40月 0.10月 48,000円 0.72％

平成３０年 - - 4.45月 0.05月 21,000円 0.31％

令和元年 0.09％ 377円 4.50月 0.05月 27,000円 0.40％

令和２年 - - 4.45月 △0.05月 △20,000円 △0.29％

令和３年 - - 4.30月 △0.15月 △62,000円 △0.91％

令和４年 0.22％ 904円 4.40月 0.10月 56,000円 0.83％

令和５年 0.97％ 3,997円 4.50月 0.10月 107,000円 1.59％

令和６年 2.67％ 11,100円 4.60月 0.10月 225,000円 3.28％

　（注）　表中「－」で記載されている箇所は、その年に月例給又は期末・勤勉手当の改定がなかったことを示します。

勧告年
月例給 期末・勤勉手当 行政職（１）職員の平均年間給与

⑥ 最近の給与勧告の実施状況（行政職（１）関係）

平成２7年から本年までの川崎市の給与勧告の状況は下表のとおりです。

本年の川崎市職員の給与は、民間給与を反映した結果、月例給及び期末・勤勉手当の引上げ改定となり、年間給与は３年連続で増額となりました。
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